
福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱 
 

（趣旨）  

第１条 県は、微量のポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）に汚染されているおそれ

のある電気機器等（電気機器等の銘板、製造年月日、型式等によりＰＣＢに汚染されているこ

とが確実なものを除く。以下「分析対象機器」という。）について、微量のＰＣＢによる汚染

の有無を把握しようとする事業者に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年

福島県規則第１０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の

範囲内において補助金を交付するものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等」とは、０．５㎎／㎏を超える微量の

ＰＣＢに汚染された絶縁油を含む電気機器等が廃棄物になったものをいう。 

２ この要綱において「事業者」とは、県内の事業場等において、微量のＰＣＢに汚染されてい

るおそれのある電気機器等を保管又は使用している個人、法人、市町村をいう。 

 

（交付の対象） 

第３条 補助金は、事業者が行う分析対象機器のＰＣＢ濃度の分析事業（以下「補助事業」とい

う。）に対して交付する。 

 

（補助の対象及び補助額）  

第４条 補助金は、補助事業に要する経費のうち別表１に掲げる経費で必要かつ適当と認めるも

の（以下「補助対象経費」という。）を対象とし、補助額は別表２により算定した額とする。 

２ 補助の対象は、この要綱の施行日以後に実施するＰＣＢ濃度の分析事業とする。 

 

（補助金の交付申請）  

第５条 規則第４条第１項の申請は、福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交

付申請書（第１号様式）を、補助を受けようとする年度の１月末日までに知事に提出して行う

ものとする。 

２ 事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の

税率に乗して得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」とい

う。）を減額して交付申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（変更の承認、中止又は廃止の承認申請）  

第６条 補助事業を行う事業者（以下「補助事業者」という。）は、規則第６条第１項第１号又

は第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器



等把握支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を知事に提出しなければならな

い。 

 

２ 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更とは、分析対象機器ごとの別表１

に掲げる補助対象経費の配分の変更とする。 

 

（申請を取り下げることができる期日）  

第７条 規則第８条第１項の別に定める期日は、補助事業者が補助金の交付決定の通知を受理し

た日から起算して１５日を経過した日とする。  

   

（実績報告）  

第８条 規則第１３条の規定による実績報告は、福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事

業実績報告書（第３号様式）を事業が完了した日から１ヶ月を経過した日又は補助金の交付決

定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに提出しなければならない 

２ 補助事業者は、前項の報告を行うにあたり、仕入控除税額が明らかな場合には、これを減額

して報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業完了後に仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定

により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税及び

地方消費税仕入控除税額の確定報告書（第４号様式）により、速やかに知事に報告しなければ

ならない。 

４ 知事は前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じること

ができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、速やかに福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器

等把握支援事業補助金交付請求書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（会計帳簿等の整備等）  

第１０条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類 

を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなけ

ればならない。 

 

（提出部数） 

第１１条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、正本１部とする。 

 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則  

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 



別表１ 

補助対象経費 試料採取費用、ＰＣＢ濃度の分析費用 

（消費税及び地方消費税仕入控除額を除く。） 

※ 補助事業の申請に係る事務手数料、分析機関等への仲介料は補助対象とはならない。 

 

 

別表２ 

補助率 １台（１検体）につき補助対象経費の１／２以内 

補助金額 ① 各検体について、補助対象経費に補助率を乗じた額と、

１５，０００円の、いずれか少ない額を補助金額とする。 

② 上記①により算定した各検体の補助金額を全て合計した

額を補助金額とする。ただし、１，０００円未満の端数が

ある場合は、これを切り捨てる。 

 



第１号様式（第４条関係） 

第     号 

                              平成  年  月  日 

 

福 島 県 知 事 

 

                    申請者 

                     住所 

                     氏名                印 

                     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

（市町村にあっては、名称及びその長の氏名） 

                     電話番号                

 

平成  年度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業 
補助金交付申請書 

 

 平成  年度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金を交付してくださるよう、

福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、関係書

類を添えて申請します。 

記 

１．補助金交付申請額 

金      円 

 

２．補助事業 着手予定日    平成  年  月  日（試料採取予定日） 

補助事業 完了予定日    平成  年  月  日（分析結果報告書の発行予定日） 

 

３．添付書類 

  （１）保管（使用）事業者に関する事項等を記載した書類（別紙様式１） 

  （２）補助対象経費が分かる書類（見積書等）又はその写し 



第１号様式（第４条関係） 別紙様式１ 

 

①保管（使用）事業者に関する事項 

№ 項目 記入欄 

１ 住所  

２ 
氏名 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
（市町村にあっては、名称及びその長の氏名） 

 

３ 電話番号  

４ 資本金の額又は出資の総額（円）  

５ 従業員数（人）  

６ 
主たる業種 

（日本産業分類（H19 改訂）の大分類） 
 

 

 

②保管（使用）事業場に関する事項 

№ 項目 記入欄 

７ 事業場の名称  

８ 事業場の所在地  

９ 電話番号  

１０ ＰＣＢ特別措置法届出の有無※1  

１１ 
特別管理産業廃棄物管理責任者の 

職・氏名※2 
 

※１ 今回分析対象とする機器以外で、既にＰＣＢ特別措置法の届出をしている事業場である場

合は「有」と記載してください。 

※２ 既に特別管理産業廃棄物を保管（排出）している事業場である場合のみ記載してください。 

※３ ①及び②に記載された情報は環境省に提出され、データベース化されますのでご承知くだ

さい。 



 

③分析対象機器に関する事項 

№ 分析対象機器番号    

１２ 電気機器の種類    

１３ 形式    

１４ 製造番号    

１５ 定格容量（kVA）等    

１６ 製造者名    

１７ 製造年月    

１８ 保管中・使用中の別    

 

 

④試料採取・分析に関する事項 

№ 分析対象機器番号    

１９ 試料採取事業者名    

２０ ＰＣＢ濃度の分析事業者名    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析対象機器が４台以上の場合は、この様式を複写して記載してください。 



 

⑤分析対象機器の写真 

分析対象機器番号  

全   景 

 

銘   板 

 

 

 

 

分析対象機器ごとに、この様式を複写して写真を添付してください。 



 

⑥補助金交付申請額に関する事項 

分析対象 

機器番号 
試料採取費用（Ａ） 
（税抜） 

ＰＣＢ濃度の 
分析費用（Ｂ） 
（税抜） 

補助対象経費（Ｃ）
（＝Ａ＋Ｂ） 

補助金額（Ｄ） 
(＝Ｃ×1/2 か 15,000 円の
いずれか少ない額) 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

合計 円 円 円 円 

※ 補助金額の合計欄が補助金交付申請額になりますので、１，０００円未満を切り捨ててくだ

さい。 



 

⑦補助金振込口座 

金融機関名  店 舗 名  

預 金 種 別 １．普通  ２．当座  ３．その他（      ）（○をつけてください） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

※ ⑦について、申請者が市町村である場合は記入不要です。 



第２号様式（第６条関係） 

第     号 

                              平成  年  月  日 

 

福 島 県 知 事 

 

                    申請者 

                     住所 

                     氏名                 印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     （市町村にあっては、名称及びその長の氏名） 

                     電話番号                

 

平成  年度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業 
変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け福島県指令  第    号で交付決定通知のあった平成  年

度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金について、下記により事業を変更（中

止・廃止）したいので、福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱第６条

の規定に基づき、下記のとおり承認してくださるよう申請します。 

記 

１ 分析対象機器      変更後     台 （変更前     台） 

 

２ 補助金交付申請額    変更後       円 （変更前       円） 

 

３ 中止予定期間      平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

 

４ 廃止予定年月日     平成  年  月  日 

 

５ 変更（中止・廃止）する理由 

 

 

６ 添付書類 

 （１）変更後の分析対象機器に関する事項等を記載した書類（様式第１号別紙様式１「③分析

対象機器に関する事項」から「⑥補助金交付申請額に関する事項」まで） 

 （２）変更後の補助対象経費が分かる書類（見積書等）又はその写し 



第３号様式（第８条関係） 

第     号 
                              平成  年  月  日 

 
 福 島 県 知 事 
 
                    報告者 
                     住所 
                     氏名                印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                     （市町村にあっては、名称及びその長の氏名） 

                     電話番号 
 

平成  年度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業 
実績報告書 

 
 平成  年  月  日付け福島県指令  第    号で交付決定通知のあった平成  年

度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金について、下記のとおり事業が完了し

ましたので、福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基

づき、関係書類を添えて報告します。 
記 

１ 補助事業実績額 

  金      円 

 

２ 補助事業 着手日     平成  年  月  日（試料採取日） 

  補助事業 完了日     平成  年  月  日（分析結果報告書の発行日） 

   
３ 添付書類 
 （１）分析対象機器に関する事項等を記載した書類（別紙様式２） 
（２）分析対象機器ごとの分析結果報告書又はその写し 
（３）補助対象経費に係る支払いを証する書類（領収書等）又はその写し 



第３号様式（第８条関係） 別紙様式２ 

 

①分析対象機器に関する事項 

№ 分析対象機器番号    

１ 電気機器の種類    

２ 形式    

３ 製造番号    

４ 定格容量（kVA）等    

５ 製造者名    

６ 製造年月    

７ 保管中・使用中の別    

８ ＰＣＢ濃度の分析方法    

９ ＰＣＢ濃度の分析業者名    

１０ 
分析結果 

絶縁油中のＰＣＢ濃度（㎎/㎏） 
   

１１ 絶縁油の量（L）    

１２ 
絶縁油の JIS 規格 

（○種△号等） 
   

※ １１及び１２について、不明の場合は不明と記載してください。 

※ この表に記載された情報は環境省に提出され、データベース化されますのでご承知ください。 

 

 

 

 

分析対象機器が４台以上の場合は、この様式を複写して記載してください。 



 

②補助事業実績額に関する事項 

分析対象 

機器番号 
試料採取費用（Ａ） 
（税抜） 

ＰＣＢ濃度の 
分析費用（Ｂ） 
（税抜） 

補助対象経費（Ｃ）
（＝Ａ＋Ｂ） 

補助金額（Ｄ） 
(＝Ｃ×1/2 か 15,000 円の
いずれか少ない額) 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

合計 円 円 円 円 

※ 補助金額の合計欄が補助事業実績額になりますので、１，０００円未満を切り捨ててくださ

い。 



第４号様式（第８条関係） 
第     号 

平成  年  月  日 
 
福 島 県 知 事 

 
                    報告者 
                     住所 
                     氏名                印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                      （市町村にあっては、名称及びその長の氏名） 

                     電話番号 
 

消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定報告書 
 
 消費税額及び地方消費税額の確定に伴い、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が

確定したので、福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱第８条第３項の

規定に基づき、下記のとおり報告します。 
記 

１ 補助金額確定額 
  金      円 
 
２ 補助金の額の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

  金      円 
 
３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

額 
  金      円 
 
４ 補助金返還相当額（３－２） 
  金      円 
 
 



第５号様式（第９条関係） 
第     号 

平成  年  月  日 
 
福 島 県 知 事 

 
                    請求者 
                     住所 
                     氏名                印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                      （市町村にあっては、名称及びその長の氏名） 

                     電話番号 
 

平成  年度福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業 
補助金交付請求書 

 
 福島県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、補助金

を交付してくださるよう請求します。 
記 

１ 補助金交付請求額 
  金      円 
 


